
グループ通算制度に関する別表を提出する場合の添付書類について 

令和６年２月 三重県   

グループ通算制度に関する別表を提出する場合は、添付書類が必要となる事業年度がありま

す。以下の表を参考に、添付書類（法人税別表の写し）を提出してください。提出がない場合

には、以後の事業年度において、調整額の控除を受けることができなくなります。 

提出する別表 

（6号様式） 

添付書類（法人税別表の写し） 必要となる 

事業年度 

別表２  

（控除対象通算適

用前欠損調整額

の控除明細書）  

・別表７（１）「欠損金又は災害損失金の損金算入等に関

する明細書」  

（最初通算事業年度（通算承認の効力が生じた日以後

最初に終了する事業年度）の直前の事業年度のもの）  

・別表７（２）「通算法人の欠損金の翌期繰越額の計算及

び控除未済欠損金額の調整計算に関する明細書」  

（最初通算事業年度又は新たな事業を開始した日以後

最初に終了する事業年度等のもの）  

通算適用前欠損金額

が生じた事業年度後

最初の最初通算事業

年度 

（地方税法第 53 条

第６項）  

別表２の２  

（控除対象合併等

前欠損調整額の

控除明細書）  

・別表７（１）「欠損金又は災害損失金の損金算入等に関

する明細書」  

 （被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度

又は残余財産の確定の日の属する事業年度のもの）  

・別表７（２）「通算法人の欠損金の翌期繰越額の計算及

び控除未済欠損金額の調整計算に関する明細書」  

（合併等事業年度のもの） 

合併等事業年度（適

格合併の日の属する

事業年度又は残余財

産の確定の日の翌日

の属する事業年度）

（地方税法第 53 条 

第７項）  

別表２の３  

（控除対象通算対

象所得調整額の

控除明細書）  

・別表７の３「通算対象欠損金額又は通算対象所得金額

の計算及び通算対象外欠損金額の計算に関する明細

書」  

（通算対象所得金額の生じた事業年度のもの）  

通算対象所得金額の

生じた事業年度 

（地方税法第 53 条 

第 16 項）  

別表２の４  

（控除対象配賦欠

損調整額の控除

明細書）  

・別表７（２）付表１「通算法人の欠損金の通算に関す

る明細書」  

（配賦欠損金控除額が生じた事業年度のもの）  

配賦欠損金控除額の

生じた事業年度（地

方税法第 53 条第 

22 項）  

別表２の７  

（控除対象個別帰

属調整額の控除

明細書）  

・別表７（１）「欠損金又は災害損失金の損金算入等に関

する明細書 

（最初連結事業年度の直前の事業年度のもの） 

・別表７の２「連結欠損金等の損金算入に関する明細

書」  

（連結親法人が提出した当該連結事業年度のもの）   

・別表７の２付表２「連結欠損金当期控除前の連結欠損

金個別帰属額の調整計算に関する明細書」  

（連結親法人が提出した当該連結事業年度のもの） 

※別表７の２を作成していない場合 

・別表４の２「連結所得の金額の計算に関する明細書」 

（連結親法人が提出した当該連結事業年度のもの） 

連結適用前欠損金額

又は連結適用前災害

損失欠損金額が生じ

た事業年度後最初の

連結事業年度（令和

２年改正前地方税法

第 53 条第８ 項、令

和２年改正地方税法

附則第５条第４項）  

  

 


